
八潮区民集会所敬老室（広間）に設置したカラオケ設備の利用に関する要綱 

  制定 平成２７年６月１日 区長決定 要綱第４３２号 

 （目的） 

第１条 この要綱は、品川区立八潮区民集会所敬老室に設置したカラオケ設備（以下「カ

ラオケ」という。）の利用に関し、必要な事項を定めることにより、敬老室の円滑な運営

を図ることを目的とする。 

 （カラオケの利用要件） 

第２条 カラオケの利用は、グループ利用に限ることとする。 

２ カラオケを利用しようとするグループは、グループ利用の登録を行わなければならな

い。 

 （グループ利用の登録要件） 

第３条 グループ利用の登録要件は、次のとおりとする。 

 品川区内に住所を有する満６０歳以上の者１０名以上（既にこの要綱に基づき他の

グループの会員として登録されている者を除く。）により構成されたグループであるこ

と。 

 グループが自主的に運営され、かつ、計画的に活動を行っていること。 

  （登録申請） 

第４条 グループ利用の登録の申請は、グループ新規登録・更新・変更・廃止申請書（第

１号様式）に会員名簿（第２号様式）を添付して行うものとする。 

 （登録証の交付等） 

第５条 区長は、前条の申請を受けたときはこれを審査し、第３条に定める要件に該当す

ると認めたときは登録証(第３号様式)を交付する。 

２ 前項の登録証の有効期間は、登録証の交付の日から２年間とする。 

 （登録の更新） 

第６条 前条の規定により登録されたグループ（以下｢登録グループ｣という。）は、第５条

第２項の有効期間満了の１カ月前から、グループ登録の更新の申請をすることができる。 

２ グループ登録の更新は、グループ新規登録・更新・変更・廃止申請書にグループ登録

証を添付して行うものとする。 

 （登録の変更） 

第７条 登録グループは、グループの名称、代表者、連絡先等に変更が生じたときは、速

やかにグループ新規登録・更新・変更・廃止申請書を区長に提出しなければならない。 

 （カラオケの利用等） 

第８条 登録グループは、カラオケを利用しようとするときは、グループ施設利用申請書

（第４号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ カラオケの利用申請は、午前または午後の区分に従い、原則として１区分１グループ

のみ承認する。ただし、区長が、適正な利用の観点から支障がないと認めた場合は、こ

の限りでない。 

 （登録の廃止） 

第９条 登録グループは、解散したときは、速やかにグループ新規登録・更新・変更・廃

止申請書に登録証を添えて区長に登録の廃止を申請しなければならない。 



 （登録の取消し） 

第１０条 区長は、登録グループが第３条に定める要件に適合しないと認めたときは、そ

の登録を取消し、またはその効力を停止することができる。 

 （権利の譲渡禁止） 

第１１条 登録グループは、利用の権利を譲渡し、または転貸してはならない。 

 （損額賠償） 

第１２条 登録グループは、利用に際して施設またはカラオケその他の設備に損害を与え

たときは、その損害を賠償しなければならない。 

 （夜間の利用） 

第１３条 この要綱の規定は、午前および午後の時間帯におけるカラオケの利用について

適用し、夜間の時間帯におけるカラオケの利用については適用しない。 

 （委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、カラオケの利用について必要な事項は、別に地

域活動課長が定める。 

    付 則 

この要綱は、平成２７年６月１５日から適用する。 



第１号様式（第４条、第６条および第７条関係） 

               年   月   日 

グループ新規登録・更新・変更・廃止申請書 

品川区長 あて

                  申請者  住所               

                       氏名               

下記のとおり、グループ：新規登録・更新・変更・廃止の申請をします。 

登録番号 

ふりがな 

グループ名

ふりがな 

電話 （    ） 
代表者名 

会員数 
                名

＊添付書類   会員名簿 

 変更箇所【 グループ名 ・ 代表者名および電話番号 ・ 会員数】 

新 旧



第２号様式（第４条関係） 

会 員 名 簿 

グループ名                 （  年  月  日現在） 

役 職 氏 名 性別 住 所 電話番号 生年月日（年齢） 

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）

      （   ）   年  月  日（  ）



第３号様式（第５条関係） 

           （表）          

           （裏）          

登 録 証 
登録番号               

グループ名              

代表者名               

 上記の団体は、八潮区民集会所敬老室のカラオ

ケ利用登録グループであることを証明します。 

  発効日：   年  月  日 

                 品川区 

有 効 期 間 確 認 印 

    年  月  日まで  

    年  月  日まで  

    年  月  日まで  

（注意） 

１ 登録証は、敬老室のカラオケを利用する際にご持参く

ださい。 

２ 登録の要件を満たさなくなったとき、その他区長が必

要と認めたときは、登録を取り消すことがあります。 

３ 登録の更新は有効期間満了の１カ月前からできます。



第４号様式（第８条関係） 

              年  月  日  

グループ施設利用申請書

品川区長 あて

申請者  住 所                

                        氏 名                

    下記のとおり、カラオケの利用を申請します。 

登録番号 

ふりがな 

グループ名 

ふりがな 

電話 （    ） 

代表者名 

利用日時   年  月  日（  ）  午前 ・ 午後 


